
近
年
、
台
風
や
大
雨
な
ど
の
自
然

災
害
が
頻
発
し
て
い
ま
す
。

特
に
、
今
年
の
８
月
９
日
（
土
）

か
ら
数
日
間
続
い
た
豪
雨
で
は
、
農

地
の
み
な
ら
ず
、
林
道
や
公
共
イ
ン

フ
ラ
な
ど
に
わ
た
り
、
広
範
な
被
害

が
発
生
し
ま
し
た
。
福
岡
県
全
体
の

農
業
被
害
額
と
し
て
は
、
約
２
１
億

５
８
０
０
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
多

く
の
農
家
・
事
業
者
に
と
っ
て
深
刻

な
影
響
が
残
っ
て
い
ま
す
。

今
後
の
防
災
・
減
災
に
は
、
何
が

必
要
で
し
ょ
う
か
。
簡
潔
に
ま
と
め

た
の
で
、
次
の
被
害
が
発
生
す
る
前

に
、
今
一
度
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
排
水
対
策
と
土
壌
の
管
理

豪
雨
後
の
水
は
け
を
改
善
す
る
こ
と
で
、

次
の
大
雨
時
の
被
害
を
軽
減
で
き
ま
す
。
排

水
路
や
土
壌
構
造
の
確
認
・
整
備
を
進
め
ま

し
ょ
う
。

②
農
業
施
設
・
農
機
具
の
耐
水
構
造
等
の
検
討

浸
水
し
や
す
い
場
所
の
施
設
で
は
、
土
台

を
高
く
し
た
り
、
防
水
措
置
を
強
化
す
る
な

ど
の
対
策
が
有
効
で
す
。

③
保
険
・
共
済
制
度
の
利
用

災
害
共
済
や
農
業
保

険
へ
の
加
入
に
よ
り
、

被
害
発
生
時
の
リ
ス
ク

を
一
定
程
度
回
避
で
き

ま
す
。

農
地
相
続
は
、
法
務
局
へ
の
相
続
登

記
と
は
別
に
、
農
地
法
の
届
出
が
必
要

で
、
怠
る
と
利
用
や
売
買
に
支
障
が
出

る
ほ
か
、
ど
ち
ら
も
正
当
な
手
続
き
を
行

わ
な
い
場
合
は
、
１
０
万
円
以
下
の
過
料

な
ど
の
罰
則
も
課
さ
れ
ま
す
。
相
続
人
の

営
農
継
続
の
有
無
に
よ
り
対
応
が
変
わ

る
た
め
、
早
め
に
方
針
を
決
め
、
農
業

委
員
会
へ
相
談
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
の
機
会
に
見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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農地の法面が崩落した。

④
地
域
・
行
政
等
と
の
協
力
強
化

被
害
の
早
期
把
握
、
支
援
制
度
の

適
切
な
活
用
に
は
、
行
政
・
農
業
委

員
会
・
農
協
な
ど
と
の
連
携
が
不
可

欠
で
す
。

～
ま
と
め
～

災
害
は
い
つ
発
生
す
る
か
わ
か
り
ま

せ
ん
。
日
頃
か
ら
の
備
え
が
被
害
を
軽

減
し
、
営
農
の
継
続
に
繋
が
り
ま
す
。

地
域
全
体
で
防
災
意
識
を
高
め
、
次
世

代
に
引
き
継
げ
る
農
業
を
守
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

ご
不
明
な
点
は
、
農
業
委
員
会
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

厳
し
い
暑
さ
が
続
く
８
月
、
今
年
も
農

業
委
員
お
よ
び
農
地
利
用
最
適
化
委
員
で

「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
」
と
は
、
農
業
委

員
会
が
実
施
す
る
農
地
利
用
状
況
調
査
の

通
称
で
す
。
農
地
法
や
農
業
委
員
会
法
に

基
づ
き
、
管
内
の
農
地
に
つ
い
て
、
「
適

正
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
」
「
遊
休
農
地

が
発
生
し
て
い
な
い
か
」
を
確
認
す
る
た

め
に
行
わ
れ
ま
す
。

実
際
に
行
わ
れ
る
調
査
で
は
、
次
の
３

つ
の
基
準
で
判
断
さ
れ
ま
す
。

「
緑
判
定
」

耕
作
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ト
ラ
ク

タ
ー
等
の
農
業
用
機
械
で
耕
起
す
れ
ば

す
ぐ
に
利
用
可
能
な
農
地

「
黄
判
定
」

重
機
を
使
用
し
た
抜
根
、
整
地
、
区

画
整
理
、
客
土
等
の
大
規
模
な
整
備
に

よ
り
再
生
す
る
こ
と
で
、
通
常
の
農
作

業
に
よ
る
耕
作
が
可
能
と
な
る
と
見
込

ま
れ
る
も
の
（
幹
の
細
い
木
や
笹
は
抜

根
等
が
可
能
と
判
断
）
ま
た
は
、
整
備

を
行
い
農
業
利
用
す
べ
き
農
地

「
赤
判
定
」

山
林
化
し
て
い
る
な
ど
農
地
に
復
元

す
る
た
め
の
物
理
的
な
条
件
整
備
が
著

し
く
困
難
な
も
の
、
又
は
周
囲
の
状
況

か
ら
み
て
、
そ
の
土
地
を
農
地
と
し
て

復
元
し
て
も
農
地
と
し
て
の
価
値
が
な

い
も
の

調
査
を
行
っ
た
「
畑
」
で
は
、
全
１

４
３
８
筆
の
う
ち
、
緑
判
定
が
約
６
０

筆
、
黄
判
定
が
約
２
０
筆
、
赤
判
定
が

約
２
０
筆
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
結
果
は
、
農
業
委
員
お
よ
び
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
で
の
調
査
結

果
で
、
今
後
は
農
業
委
員
会
事
務
局
お

よ
び
中
立
委
員
で
現
地
確
認
を
行
い
、

最
終
的
な
判
定
を
行
い
ま
す
。

現
時
点
で
約
１
０
０
筆
の
農
地
が
適

正
な
管
理
ま
で
行
き
届
い
て
お
ら
ず
、

う
ち
約
２
０
筆
（
赤
判
定
分
）
が
農
地

と
し
て
復
元
で
き
な
い
も
の
と
判
断
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

農
地
は
地
域
の
貴
重
な
資
源
で
あ
り
、

適
切
に
利
用
・
保
全
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。
農
業
委
員
会
で
は
、
パ
ト

ロ
ー
ル
結
果
を
踏
ま
え
、
農
地
所
有
者

や
利
用
者
へ
の
助
言
・
指
導
を
行
い
、

遊
休
農
地
の
発
生
防
止
と
有
効
活
用
を

さ
ら
に
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

気
温
が
下
が
り
始
め
る
時
期
は
、
農
業

用
機
械
の
保
守
点
検
の
良
い
機
会
で
す
。

燃
料
の
処
理
、
オ
イ
ル
交
換
、
錆
止
め
の

実
施
な
ど
、
適
切
な
整
備
を
行
う
こ
と
で
、

機
械
の
故
障
を
防
止
し
、
長
期
的
に
安
全

に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

農
業
用
機
械
は
営
農
を
支
え
る
重
要
資

産
で
す
。
冬
季
に
備
え
、
早
め
の
点
検
・

整
備
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

農
地
法
届
出

相
続
登
記

相
続
の
開
始
を
知
っ
た
日
か
ら
１
０
か
月
以
内

相
続
の
開
始
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内



《
編
集
》

〈
安

敏
生
委
員
〉
〈
米
田
か
お
る
委
員
〉

農
業
相
談
を
毎
月
実
施
し
て
い
ま
す
！

就
農
、
離
農
、
農
地
の
貸
し
借
り
や
農

地
転
用
の
手
続
き
、
あ
っ
せ
ん
な
ど
農

業
委
員
が
ご
相
談
に
お
応
え
し
ま
す
。

ご
相
談
の
あ
る
方
は
、
農
業
委
員
会

事
務
局
ま
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

農
業
者
年
金
に

加
入
し
ま
せ
ん
か
？

引
退
後
の
安
心
し
た
生
活
の
た
め
に
、

農
家
み
ん
な
で
助
け
合
う
農
業
者
年
金

に
加
入
し
ま
せ
ん
か
？

農
業
者
年
金
は
、
納
め
た
保
険
料
と

そ
の
運
用
益
を
将
来
受
給
す
る
年
金
の

原
資
と
し
て
積
立
て
て
い
き
、
額
に
応

じ
て
年
金
額
が
決
ま
る
「
積
立
方
式
・

確
定
拠
出
型
」
の
終
身
年
金
で
す
。
原

則

歳
か
ら
生
涯
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

《
保
険
料
の
額
》

加
入
者
自
ら
が
月
額
２
万
円
か
ら
６

万
７
０
０
０
円
ま
で
の
間
で
、
千
円
単

位
で
自
由
に
選
択
で
き
、
い
つ
で
も
見

直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

次
の
要
件
を
全
て
ク
リ
ア
し
て
い
れ

ば
加
入
資
格
が
あ
り
ま
す
。

□

年
間

日
以
上
農
業
に
従
事

□

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

□

年
齢
が

歳
以
上

歳
未
満

※

詳
し
く
は
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
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60
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「
農
地
を
貸
し
た
い
、
借
り
た
い
け
ど
、

ど
こ
で
何
の
手
続
き
を
し
た
ら…

」

農
地
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
平
成
２

５
年
に
制
定
さ
れ
た
の
が
、
「
農
地
中
間
管

理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
農
地
中
間

管
理
法
）
」
で
す
。
こ
の
法
律
に
基
づ
き
、

福
岡
県
に
も
「
農
地
中
間
管
理
機
構
（
い
わ

ゆ
る
農
地
バ
ン
ク
）
」
が
設
置
さ
れ
、
遊
休

農
地
の
解
消
や
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
・
集

約
化
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

農
地
中
間
管
理
機
構
は
、
農
地
を
貸
し
た

い
方
と
借
り
た
い
方
と
の
間
に
立
ち
、
次
の

よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

・
所
有
者
か
ら
農
地
を
借
り
受
け
る

・
複
数
の
小
規
模
農
地
を
整
理
す
る

・
担
い
手
農
業
者
へ
計
画
的
に
貸
付
け
る

こ
の
仕
組
み
に
よ
り
、
農
地
の
利
用
効
率

が
高
ま
り
、
担
い
手
へ
の
経
営
基
盤
の
集
積

が
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

農
地
の
管
理
に
お
困
り
の
方
や
、
農
地
を

貸
し
た
い
・
借
り
た
い
と
い
う
ご
希
望
を
お

持
ち
の
方
は
、
農
業
委
員
会
へ
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
地
域
の
農
地
を
守
り
、
次
世

代
へ
繋
い
で
い
く
た
め
、
皆
様
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

農地中間
管理機構

貸し手

借り手

「
イ
メ
ー
ジ
図
」

農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
資
材
価
格

の
高
騰
や
気
象
災
害
の
頻
発
、
担
い
手
不

足
な
ど
、
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
中
で
、
農
業
経
営
の
安
定
と
発
展

を
図
る
た
め
に
整
備
さ
れ
て
い
る
の
が

「
農
業
制
度
資
金
」
で
す
。
福
岡
県
で
は
、

国
と
連
携
し
な
が
ら
多
様
な
資
金
制
度
を

設
け
て
お
り
、
農
業
者
の
皆
さ
ん
が
長

期
・
低
利
で
資
金
を
活
用
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

制
度
資
金
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ

り
、
目
的
に
応
じ
て
選
択
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
農

業
経
営
の
改
善
や
規
模
拡
大
に
活
用
で
き

る
「
農
業
経
営
改
善
関
係
資
金
」
、
機
械

や
施
設
の
更
新
に
利
用
で
き
る
「
農
業
近

代
化
資
金
」
、
台
風
や
大
雨
な
ど
で
被
災

し
た
施
設
の
復
旧
を
支
援
す
る
「
農
業
施

設
等
災
害
復
旧
資
金
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
新
規
就
農
者
向
け
の
資
金
も
整
備

さ
れ
て
お
り
、
担
い
手
の
確
保
に
役
立
て

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
資
金
は
、
銀
行
か
ら
の
借
入

と
異
な
り
、
国
や
県
、
自
治
体
の
利
子
補

給
や
保
証
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、

低
利
で
借
入
で
き
る
の
が
大
き
な
特
徴
で

す
。
融
資
期
間
も
長
く
、
営
農
計
画
に
合

わ
せ
て
無
理
な
く
返
済
で
き
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。

特
に
「
認
定
農
業
者
」
と
し
て
認
定
を
受

け
て
い
る
場
合
は
、
融
資
率
や
条
件
が
優

遇
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
計
画
的
な
経
営

改
善
に
結
び
つ
け
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
自
ら
の
経

営
課
題
を
整
理
し
、
ど
の
資
金
が
適
し
て

い
る
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

そ
の
上
で
、
必
要
に
応
じ
て
「
農
業
経
営

発
展
計
画
」
や
「
認
定
新
規
就
農
者
制

度
」
と
い
っ
た
関
連
制
度
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
で
、
よ
り
安
定
し
た
資
金
調
達
が

可
能
に
な
り
ま
す
。
申
請
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
遠
賀
町
役
場
農
業
推
進
係
（
産
業

振
興
課
）
が
相
談
窓
口
と
な
っ
て
お
り
、

申
請
書
類
の
作
成
や
計
画
の
検
討
を
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。

農
業
制
度
資
金
は
、
単
な
る
融
資
制
度

に
と
ど
ま
ら
ず
、
農
業
経
営
の
将
来
像
を

描
き
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
支

え
と
な
る
仕
組
み
で
す
。
施
設
や
機
械
の

更
新
を
検
討
さ
れ
る
際
や
、
台
風
や
大
雨

な
ど
の
気
象
災
害
で
被
害
を
受
け
た
場
合

な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
積
極
的
に
ご
活
用

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
詳
し
い
内

容
に
つ
い
て
は
、
最
新
の
「
福
岡
県
農
業

制
度
資
金
の
手
引
き
（
令
和
７
年
度

版
）
」
を
ご
確
認
の
上
、
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
手
引
き
は
、
農
業
委
員
会
事

務
局
窓
口
に
ご
準
備
し
て
お
り
ま
す
。
制

度
を
上
手
く
利
用
す
る
こ
と
が
、
持
続
的

な
営
農
と
地
域
農
業
の
発
展
に
繋
が
り
ま

す
。


